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広報こまつしま

《今月は、後期高齢者医療保険料１期分、固定資産税・国民健康保険税・介護保険料２期分の
納付月です。》 忘れずに納期限内に納めましょう。市税の納付は、確実・安心・便利な口座振替
をご利用ください。

ひとり親家庭などで児童を養育されている方へ

●児童 1人の場合　　　 　　　 　 
（一部支給停止の場合　　　　　　　　　　　　　  ）
●児童 2人目
（一部支給停止の場合　　　　　　　　　　　　　 ）
●児童 3人目以降 1人につき
（一部支給停止の場合　　　　　　　　　　　　　  ）
※受給者や扶養義務者等の所得が、一定額以上ある場合や
公的年金等を受給している場合は、一部または全部が支給
されません。

　８月30日（金）までに現況届を児童福祉課へ提出してく
ださい（平日午前8時30分から午後5時15分まで受付）。
　現況届が未提出の場合、11月分以降の手当を受けら
れなくなりますのでご注意ください。
※現況届を未提出のまま2年間を経過すると、時効により受
給権がなくなります。また、前年に所得制限を超えていた
ため手当の支給がなかった方も、資格継続のため提出が必
要です。

 持参するもの
　児童扶養手当証・一部支給適用除外事由届出書（対
象者に6月に送付）・その他添付書類（対象者に同封）

児童扶養手当が受給できます

現在受給されている方は現況届の提出が必要です

　児童扶養手当受給者のひとり親の方の就労相談をし
ます。児童扶養手当の現況届の提出の際に、ぜひお越し
ください。
■日時 ８月21日（水） 午後１時30分から3時30分まで
■場所 市福祉事務所 小会議室

　受講する前に児童福祉課へご相談ください。
◆自立支援教育訓練給付金
　母子家庭の母や父子家庭の父が、指定された教育訓
練講座を受けた場合、その受講料の一部が資格取得後
に支給されます。
※雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による教育訓
練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額を
差し引いた金額が自立支援教育訓練給付金として支給され
ます。
◆高等職業訓練促進給付金
　母子家庭の母や父子家庭の父が、指定された資格を
取得するため半年以上の期間（上限4年）修業した場合
に訓練促進給付金などが支給されます。

ひとり親家庭の就労を支援します

自立支援のための給付金事業

手当額（令和６年4月～令和７年3月）
45,500 円

45,490 円～10,740 円
１０,750 円

10,740 円～5,380 円
6,450 円

6,440 円～3,230 円

父母等の入院医療費を助成します  助成対象
■18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童
がいる、児童扶養手当受給の所得水準にある世帯

●父または母等および児童の健康保険証
●マイナンバーカード・住民票の記載内容と一致してい
る通知カード等
  （父または母等および児童のもの）
●現在ひとり親家庭であるということが確認できるもの
（児童扶養手当証書・戸籍謄本等）
●本人確認書類（窓口へ来られる方のもの）

　ひとり親家庭における父母等の入院医療費（自己負
担分）を助成します。助成を受けるにはひとり親家庭等
医療費受給者証が必要です。
※令和6年4月より、子どもはぐくみ医療費助成制度の対象
が拡大しています。児童の入院・通院の際は子どもはぐく
み医療費受給者証をご利用ください。
　現在ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方の
うち、児童扶養手当を引き続き受給される方については
児童扶養手当の受給決定後、ひとり親家庭等医療費受
給者証についても自動更新となります。（更新申請は不
要です）

※公的年金等により児童扶養手当を受給されていない方や
全部支給停止後に再度支給開始になった方は、 更新申請
が必要なため、申請のご案内をいたします。

問 市保険年金課 医療・年金担当（市役所１階④番窓口） 
☎３２・４１２０／ＦＡＸ３５・０１７３
 hokennenkin@city.komatsushima.
i-tokushima.jp

問 市児童福祉課（市役所１階⑩番窓口）
☎３２・２１１４／ＦＡＸ３２・３７３８
 jidoufukushi@city.komatsushima.
i-tokushima.jp

出張ハローワーク！
ひとり親全力サポートキャンペーン

　父または母と生計を同じくしていない児童（18歳に達
する日以後の最初の3月31日までの間にある者または
20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある
者）を監護している母または父、もしくは父母にかわって
その児童を養育している方に支給されます。

受給者証の新規申請および児童扶養手当を受給して
いない方の更新手続きに必要なもの

企画政策課からのお知らせ
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　小松島市では、新たなふるさと納税返礼品の開発等を行う事業者を支援する「小松島市ふるさと産品開発支援
事業補助金」の募集を開始します。

ふるさと納税返礼品の開発等に
取り組む事業者の皆様へ

※予算上限に達し次第、交付申請の受付を終了します。 ※申請を検討される方は、ぜひ事前相談をご活用ください。

補 助 額   最大３００万円／件 　補 助 率  １／２以内 対象事業

補助対象者

事前相談期間 9月30日（月）まで 募集期間 10月31日（木）まで（郵送の場合は必着）

・返礼品を新たに開発する事業
・既存の返礼品を改良し、返礼品とする事業

提出方法 必要書類を企画政策課まで持参、または郵送にて提出

・本市に事業所を有する法人または個人
・本事業により生産される製品等を本市の返礼品として実施年度内に登録することができる方 など

※小松島市で生産・製造していることなどが条件です。

小松島市のふるさと納税事業に参加しませんか？

自社のPR販路拡大 ECノウハウ蓄積
リピート率が高く、市場規模も
大きいふるさと納税市場への参
画は、販路拡大、ファン獲得に直
結します。

返礼品は各ポータルサイト（楽
天、さとふるなど）へ掲載。Web
上での自社および商材のPRに
つながります。

専門知識を持った中間支援事
業者がサポート。ふるさと納税
を通じてEC（電子商取引）等の
ノウハウが蓄積されます。

小松島市地方創生推進事業補助金のお知らせ

移住者交流会を開催します！

　まち・ひと・しごと創生総合戦略【第２期】に基づき、地方創生に取り組む団体等を補助制度を設けて応援します。

（１）政策分類２：誰もが活躍できるしごとづくり
施策６：地域の将来を支える人材の育成
●まちづくりに関わることで、地域への愛着を育み、
  まちづくりを担う次世代の人材を育成する取組
●地域の様々な主体が、小中高生やその親に地域
　の良さ、地域活動のやりがいを伝える取組

（２）政策分類３：新しい人の流れをつくる
施策９：「関係人口」の創出・拡大
●地域の様々な主体が、交流の場をつくる取組

（３）政策分類４：結婚・出産・子育てに安心し希望を持て
　　　　　  る環境づくり
施策５：子育て世代を惹きつける学校教育の実現
●外部から専門家等を招へいして地域の良さを知ら
せること、家族で過ごす時間・空間づくりへの取組

　　　　　上限２０万円（件数５件程度）

　　　　　　８月３０日（金）まで
※申請方法など詳細は市ホームページをご確認ください。

補助対象事業

補助額

申請期限

申請・問  市企画政策課（市役所3階）  〒773-8501 徳島県小松島市横須町1番1号  
　　　  ☎32・2127／FAX33・4560 kikakuseisaku@city.komatsushima.i-tokushima.jp

▼

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

は
こ
ち
ら

▼

　移住して困ったこと、小松島市の気になることなど、みんなでざっくばらんに語り合いませんか？ 
途中参加、途中退席も自由です！ お気軽にご参加ください。
■日時 8月19日（月）  午前10時～正午
■場所 cafe cotori （カフェ コトリ） （小松島町外開28-23）
　※参加申込方法など詳細は市ホームページをご確認ください。


